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在
留
特
別
許
可
の
展
望
と
課
題

性
質
説
か
ら
立
憲
性
質
説
へ

近
　
藤

敦

　　一二五四三
正
規
化
対
象
者
の
類
型
と
国
際
人
権
法
上
の
根
拠

難
民
性
を
有
す
る
人
に
対
す
る
在
留
特
別
許
可

－
非
人
道
的
な
取
扱
い
を
受
け
な
い
権
利
－

居
住
の
自
由
と
立
憲
性
質
説

公
共
の
福
祉
を
め
ぐ
る
法
政
策
上
の
諸
論
点

外
国
人
の
態
様
と
人
権
保
障
の
多
様
性

四面冊 説
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払面冊 説

一
　
正
規
化
対
象
者
の
類
型
と
国
際
人
権
法
上
の
根
拠

　
一
九
世
紀
後
半
ま
で
は
、
移
民
は
自
由
に
欧
米
諸
国
に
入
国
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
後
、
入
国
規
制
が
は
じ
ま
り
、
「
不
法
」
移
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

の
問
題
が
生
じ
て
き
た
。
ま
だ
、
「
不
法
」
移
民
も
、
仕
事
を
み
つ
け
れ
ば
正
規
の
在
留
資
格
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
よ
く
あ
る
こ
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
て
大
目
に
み
ら
れ
、
さ
さ
い
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
高
度
経
済
成
長
の
時
期
に
は
、
「
不
法
」
移
民
が
経
済
成
長
に
貢
献
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

る
と
み
ら
れ
て
い
た
。
状
況
が
変
わ
る
の
は
、
一
九
七
〇
年
代
前
半
の
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
外
国
人

労
働
者
の
受
け
入
れ
が
停
止
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
法
改
正
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
合
法
的
な
滞
在
者
で
あ
っ
た
者
が
「
不
法
」
滞
在
者
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
一
九
七
五
年
の
国
連
総
会
に
お
い
て
、
「
不
法
な
（
三
Φ
ひ
q
鋤
ξ
）
」
と
い
う
言
葉
は
、
常
に
移
民
に
罪
が
あ
る
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

印
象
を
与
え
る
た
め
、
国
連
の
公
式
文
書
で
は
、
「
非
正
規
の
（
5
Φ
ひ
q
三
輿
）
」
ま
た
は
「
未
登
録
の
（
昌
。
亭
α
o
o
g
ヨ
Φ
9
Φ
匹
）
」
と
い
う
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

語
を
使
う
よ
う
に
決
議
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
研
究
者
の
一
般
的
な
用
語
法
に
な
ら
っ
て
、
「
不
法
」
滞
在
者
に

代
え
て
、
「
非
正
規
滞
在
者
（
ぼ
①
ひ
q
三
輿
お
ω
こ
①
簿
ω
）
」
と
い
う
用
語
を
使
う
こ
と
に
す
る
。

　
ア
メ
リ
カ
そ
の
他
の
国
で
、
一
九
八
○
年
代
お
よ
び
一
九
九
〇
年
代
を
通
じ
て
、
非
正
規
滞
在
者
の
規
制
が
強
化
さ
れ
る
。
日
本
に
お
い

て
も
、
一
九
八
○
年
代
後
半
か
ら
働
き
に
来
る
外
国
人
が
急
増
し
、
そ
の
中
に
は
非
正
規
滞
在
を
続
け
な
が
ら
一
〇
年
前
後
日
本
で
生
活
し

て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
。
一
九
九
〇
年
代
の
国
際
移
住
機
関
（
1
0
M
）
の
大
ま
か
な
推
計
で
は
、
世
界
で
一
五
〇
〇
万
人
か
ら
三
〇
〇

〇
万
人
、
ア
メ
リ
カ
で
五
〇
〇
万
人
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
三
〇
〇
万
人
（
ド
イ
ツ
が
五
〇
万
人
、
フ
ラ
ン
ス
が
二
〇
万
か
ら
三
五
万
人
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
が
三
〇
万
か
ら
四
〇
万
人
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
九
九
七
年
の
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
（
d
Z
＝
0
閑
）
の
推
計
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
　

ド
イ
ツ
が
七
五
万
人
、
イ
タ
リ
ア
が
六
〇
万
人
、
ス
ペ
イ
ン
が
三
〇
万
人
、
フ
ラ
ン
ス
が
二
〇
万
人
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
法
務
省
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
一
年
一
月
一
日
現
在
、
日
本
に
お
け
る
超
過
滞
在
者
の
推
計
は
、
約
二
三
万
人
と
い
う
。
一
九
九
三
年
に
は

超
過
滞
在
者
（
オ
ー
バ
ー
ス
テ
イ
、
「
不
法
残
留
者
」
と
も
い
う
）
が
約
三
〇
万
人
に
達
し
て
い
た
状
況
と
比
べ
る
と
、
減
少
傾
向
に
あ
る
。
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し
か
し
、
非
正
規
入
国
者
（
密
入
国
者
、
「
不
法
入
国
者
」
と
も
い
う
）
の
数
を
推
計
す
る
方
法
は
、
依
然
と
し
て
知
ら
れ
て
い
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
超
過
滞
在
者
と
非
正
規
入
国
者
か
ら
な
る
非
正
規
滞
在
者
の
数
の
把
握
自
体
、
困
難
な
状
況
に
あ
る
。

　
こ
う
し
た
非
正
規
滞
在
者
の
在
留
資
格
を
正
規
な
も
の
に
変
更
す
る
手
続
は
、
「
正
規
化
（
目
Φ
σ
q
霞
巴
定
事
8
）
」
、
「
適
法
化

（一

ｳ
ひ
q
9
。
一
十
9
こ
。
ロ
）
」
、
「
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
（
①
ヨ
ロ
Φ
ω
昌
）
」
と
呼
ば
れ
、
今
日
の
先
進
諸
国
に
共
通
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
性
質
上
、
｝
般
ア

ム
ネ
ス
テ
ィ
と
在
留
特
別
許
可
と
い
う
二
つ
の
内
容
に
分
け
て
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
、
表
1
の
よ
う
に
、
特
別
な
法
令
に
よ
り
一
時
期
に
大
量
に
行
う
コ
般
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
」
を
実
施
す
る
国
も
あ
る
。
非
正
規
滞
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

者
の
増
大
を
く
い
止
め
る
べ
く
、
入
国
規
制
の
強
化
、
雇
用
者
に
対
す
る
罰
則
、
出
国
傾
向
の
抑
制
策
が
、
多
く
の
国
で
試
み
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
国
と
国
と
の
あ
い
だ
の
経
済
格
差
や
冷
戦
構
造
の
壁
の
崩
壊
は
、
人
の
国
際
移
動
の
規
制
を
ま
す
ま
す
困
難
に
す
る
。
庇
護
希
望

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

者
の
難
民
審
査
の
長
期
化
も
、
非
正
規
滞
在
者
の
増
大
を
も
た
ら
し
て
お
り
、
非
正
規
滞
在
者
の
大
量
送
還
は
困
難
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現

状
の
な
か
、
新
た
な
非
正
規
滞
在
者
を
生
み
出
さ
な
い
規
制
強
化
と
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
、
す
で
に
い
る
非
正
規
滞
在
者
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
が

実
施
さ
れ
る
。
経
済
協
力
開
発
機
構
（
O
国
O
U
）
の
最
近
の
報
告
で
は
、
第
一
に
、
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
、
外
国
人
労
働
者
が
集
中
す
る
部
門

で
、
若
い
労
働
力
を
雇
用
す
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
と
ス
ペ
イ
ン
で
は
、
正
規
化
さ
れ
た
者
の
七
五
％
は
四

〇
歳
未
満
で
あ
っ
た
。
一
九
八
六
年
の
ア
メ
リ
カ
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
で
も
、
一
八
歳
以
上
の
人
口
を
比
べ
て
、
正
規
化
さ
れ
た
者
は
七
七
％

が
四
〇
歳
未
満
で
あ
り
、
一
九
九
〇
年
の
全
人
口
で
は
四
八
％
が
四
〇
歳
未
満
で
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
第
二
に
、
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
、

生
産
シ
ス
テ
ム
に
柔
軟
性
を
も
た
ら
す
と
い
う
。
国
民
や
正
規
の
移
民
が
労
働
需
要
を
み
た
し
て
い
な
い
、
農
業
、
工
場
労
働
、
建
設
、
繊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

維
、
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
が
多
い
。
非
正
規
滞
在
者
の
流
入
が
、
恒
常
的
に
み
ら
れ
る
場
合
、
出
身
国
の
ク
ー
デ
タ
ー
や
政
変
と
い
っ
た
突
発

的
な
反
応
に
す
ぎ
な
い
場
合
、
も
っ
ぱ
ら
経
済
状
況
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
選
択
は
効
果
が
な
い
と
い
わ
れ

る
。
他
方
、
最
近
、
移
民
受
け
入
れ
国
に
な
っ
た
イ
タ
リ
ア
や
ギ
リ
シ
ア
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
法
の
整
備
が
追
い
つ
か
ず
、
早
く
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

国
人
を
統
合
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
有
効
で
あ
る
と
の
意
見
が
あ
る
。
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論　説

国または地域

アメリカ

アメリカ

フフンス

フフンス

イタリア

イタリア

イタリア

イタリア

スペイン

スペイン

スペイン

スペイン

ポルトガル

ポルトガル

ギリシア

ベルギー

オランダ

カナダ

　表1
実施年

1987－88

諸外国の一般アムネスティの実施状況

許可者数
（申請者数＞

300万

1997－98　41万

1981－82　12万（15万）

1997－98　8万（15万）

1987－88　12万（12万）

1990　　　22万

1995－97　23－26万

1998－99

1985－86　4万（4万）

1991　　11万（13万）

魔
U
（
V

O
J
O

O
ゾ
0

1
9
4

2万

1992－93　4万

1996

1997－98
2000

［
」
3
7
7

∩
コ
O
J

1
1

オーストラリア　1980

2万

1万

1万

（37万）

（5万）

主な実施条件（空欄は未確認）

82年1月1日以後継続居住者／前年90日以上
農業従事者

中米と東欧の出身者、95年12月以前に入国し

たハイチ人、2年以上居住しているニカラグ

ア人、キューバ人

81年の1月1日以前に入国、安定雇用（不要
な場合あり）

長期在留家族など多くのカテゴリー

87年1月27日以前に入国

89年12月31日以前に入国した労働者とその扶
養者

過去12カ月間の4カ月就労／

2年以上居住、十分な生計能力と家のある親
戚

98年3月27日以前に入国、雇用

85年7月24日以前に入国

85年7月24日以前入国の自営業者／91年5月
17日以前入国の継続居住者・勤労者・自営業

計画者（のちに家族も）

96年1月1日以前に入国
99年6月1日以前に入国、過去3年間に滞在
許可または労働許可を取得または申請した者

86年6月1日以前に入国したポルトガル公用
語国の国民

／92年4月16日以前に入国、生計維持能力の

あるその他の国民

95年12月31日以前入国のポルトガル語会話国

の国民

／95年3月25日以前入国の他のEU以外の国
の国民

非専門職労働者の40労働日分相当の所得

庇護申請後4年（学齢期の子どもがいれば3

年）の決定放置

／送還困難／重病／6年（学齢期の子どもがい

れば5年）の居住
74年ll月1日以前の入国後継続雇用
72年11月以前に入国、安定雇用と家族のつな

がり

80年1月1日以前に入国して同年6月19日に
滞在する者
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アメリカ

フフンス

イギリス

オランダ

ドイツ

　　　　　表2　諸外国の主な在留特別許可の要件

（1）10年居住、善良、退去強制がアメリカ国民または永住者である家族に非常

な困難、

（2）72年1月1日以後、継続して居住し、善良であれば、非常な困難の証明不

要。

（1）10歳より前から居住する未成年者、（2）10年以上居住する者。

（1）7年以上居住している若い子どものいる家族、（2）14年の居住。

（D6年継続居住・就労、税金・社会保険料の支払、

（2）3年以上居住許可の決定放置。

拒否された庇護希望者の場合であるが、非正規滞在者が庇護申請することも

できるので、（1）93年7月1日以前に入国した、またはドイツで生まれた未成

年の子どものいる家族（所得、住宅、無犯罪など）、（2）90年1月1日以前に

入国した独身者と子どものいない夫婦などである。

　
つ
ぎ
に
、
表
2
の
よ
う
に
、
法
務
大
臣
そ
の
他
の
所
轄
…
機
関
が
、
そ
の
つ
ど
個
別
に
判
断

す
る
「
在
留
特
別
許
可
」
の
制
度
を
も
つ
国
も
あ
る
。
両
方
が
み
ら
れ
る
国
も
あ
れ
ば
、
片

方
だ
け
の
国
も
あ
る
。
日
本
は
在
留
特
別
許
可
制
度
だ
け
が
存
在
し
、
一
般
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ

の
経
験
は
な
い
。
ま
た
、
一
般
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
と
個
別
の
在
留
特
別
許
可
の
い
ず
れ
に
分
類

す
る
の
が
適
当
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
微
妙
な
も
の
も
あ
る
。
ド
イ
ツ
は
、
日
本
と
と
も

に
、
一
般
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
し
な
い
国
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
定
の
申
請
期
間

が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
類
似
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
期
間
を
ず
ら
し
て
更
新
さ
れ
て
お
り
、

こ
こ
で
は
在
留
特
別
許
可
に
整
理
し
て
お
く
。

　
ア
メ
リ
カ
の
農
業
従
事
者
な
ど
の
よ
う
に
、
特
別
に
不
足
し
て
い
る
労
働
分
野
で
の
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
例
な
ど
は
別
と
し
て
、
国
内
外
の
事
例
か
ら
、
在
留
特
別
許
可
は
主
に
つ

ぎ
の
五
つ
の
場
合
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

①
国
民
な
い
し
永
住
者
の
家
族
で
あ
る
非
正
規
滞
在
者
、

②
長
期
の
学
齢
期
の
子
ど
も
が
い
る
非
正
規
滞
在
家
族
、

③
長
期
の
非
正
規
滞
在
者
、

④
難
民
認
定
す
る
に
至
ら
な
い
難
民
性
を
有
す
る
者
、

⑤
労
働
災
害
な
ど
の
病
気
治
療
中
の
者
で
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
、
日
本
は
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
①
の
場
合
に
在
留
特
別
許
可
を
認
め
て
き
た
の

　
　
　
　
ぬ
　

で
あ
っ
て
、
他
の
場
合
の
人
道
的
配
慮
に
お
い
て
消
極
的
な
国
で
あ
っ
た
。
一
九
九
九
年
の

秋
以
降
、
日
本
に
お
い
て
長
い
こ
と
超
過
滞
在
し
て
い
た
人
々
が
、
法
務
大
臣
の
在
留
特
別
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許
可
を
求
め
て
入
国
管
理
局
に
集
団
で
出
頭
す
る
事
件
が
続
い
た
。
そ
の
結
果
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
よ
り
、
よ
う
や
く
②
の
場
合
の
新
た
な

許
可
基
準
の
目
安
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
許
可
さ
れ
た
事
例
を
分
析
す
る
と
、
八
年
四
カ
月
以
上
在
留
し
て
お
り
、
子

ど
も
が
中
学
の
入
学
目
前
の
年
齢
で
あ
る
家
族
の
場
合
は
、
在
留
特
別
許
可
の
可
能
性
が
あ
る
。

　
法
的
根
拠
を
み
る
と
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
以
下
、
入
管
法
）
五
〇
条
三
号
は
、
「
法
務
大
臣
が
特
別
に
在
留
を
許
可
す
べ

き
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
に
、
在
留
を
特
別
に
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
点
、
法
務
大
臣
が
一
〇
〇
％
の
白

紙
委
任
的
裁
量
を
有
す
る
か
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。
入
管
法
一
条
は
「
出
入
国
の
公
正
な
管
理
」
を
目
的
と
か
か
げ
、

憲
法
の
国
際
協
調
主
義
と
あ
い
ま
っ
て
、
外
国
人
の
人
権
保
障
に
関
す
る
国
内
お
よ
び
国
際
基
準
に
合
致
す
る
入
管
行
政
が
必
要
と
さ
れ
て

　
　
ほ
　

い
る
。
「
在
留
を
許
可
す
べ
き
事
情
」
に
つ
い
て
の
具
体
例
を
法
律
は
明
示
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
申
請
者
の
事
情
に
か
ぎ
ら
ず
、
先
例
、

条
理
、
国
際
慣
行
、
条
約
お
よ
び
憲
法
か
ら
一
定
の
基
準
が
導
か
れ
、
そ
れ
ら
に
反
す
る
法
務
大
臣
の
裁
量
は
違
法
な
い
し
不
当
と
な
る
可

能
性
が
あ
り
、
国
際
情
勢
、
社
会
通
念
の
変
化
に
よ
り
具
体
的
な
基
準
は
変
わ
り
う
る
。
た
と
え
ば
、
①
の
日
本
人
の
配
偶
者
の
在
留
特
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

許
可
は
、
先
例
や
通
達
上
認
め
ら
れ
て
お
り
、
憲
法
二
四
条
（
婚
姻
の
権
利
）
、
条
理
お
よ
び
国
際
人
権
規
約
B
規
約
二
三
条
（
家
族
の
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

利
）
に
照
ら
し
、
法
務
大
臣
の
許
否
採
決
が
違
法
と
さ
れ
た
最
近
の
東
京
地
裁
判
決
は
記
憶
に
新
し
い
。
ま
た
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
三
条

で
は
「
児
童
の
最
善
の
利
益
」
の
考
慮
が
定
め
ら
れ
、
②
の
子
ど
も
の
い
る
家
族
の
在
留
特
別
許
可
が
導
か
れ
る
。
憲
法
前
文
に
あ
る
「
圧

迫
と
偏
狭
を
地
上
か
ら
永
遠
に
除
去
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
と
思
う
」
な
ら
ば
、
日
本

も
進
ん
で
③
、
④
、
⑤
の
基
準
を
打
ち
出
す
こ
と
も
、
憲
法
お
よ
び
入
管
法
五
〇
条
か
ら
は
可
能
で
あ
り
、
望
ま
れ
て
も
い
る
。

　
④
に
つ
い
て
は
、
難
民
条
約
三
三
条
が
い
わ
ゆ
る
「
政
治
難
民
」
を
「
生
命
又
は
自
由
が
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
」
の
あ
る
本
国
へ

送
還
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
、
狭
義
の
政
治
難
民
で
な
く
て
も
、
難
民
性
を
有
す
る
者
が
、
生
命
ま

た
は
自
由
に
関
す
る
重
大
な
危
険
が
あ
る
本
国
に
送
還
さ
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
⑤
の
健
康
状
態
も
退
去
強
制
の
障
害
事
由
と
な
る
こ
と
は
、

欧
州
人
権
規
約
三
条
の
「
何
人
も
、
拷
問
又
は
非
人
道
的
な
若
し
く
は
品
位
を
傷
つ
け
る
刑
罰
若
し
く
は
取
扱
い
を
受
け
な
い
」
と
い
う
規
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定
の
解
釈
か
ら
導
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
非
人
道
的
な
取
扱
い
と
し
て
、
犯
罪
の
重
さ
に
比
し
て
不
均
衡
な
死
刑
の
現
実
の
危
険
が
あ

る
国
へ
の
送
還
は
禁
じ
ら
れ
る
。
国
際
人
権
規
約
B
規
約
七
条
で
は
、
「
何
人
も
、
拷
問
又
は
残
虐
な
、
非
人
道
的
な
若
し
く
は
品
位
を
傷

つ
け
る
刑
罰
若
し
く
は
取
扱
い
を
受
け
な
い
」
と
い
う
ほ
ぼ
同
様
な
規
定
が
あ
り
、
国
際
人
権
B
規
約
委
員
会
の
一
般
的
意
見
二
〇
に
お
い

て
、
「
締
約
国
は
個
人
を
、
犯
罪
人
引
渡
、
追
放
、
又
は
送
還
に
よ
っ
て
、
他
国
に
対
す
る
帰
還
の
際
に
お
け
る
拷
問
又
は
残
虐
な
非
人
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

的
な
若
し
く
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
、
又
は
処
罰
の
危
険
に
さ
ら
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
カ
ナ
ダ
の

事
件
に
つ
い
て
、
同
委
員
会
は
「
当
事
国
が
拷
問
の
な
さ
れ
る
予
見
可
能
性
の
あ
る
国
に
人
を
引
き
渡
す
こ
と
は
同
規
約
に
反
す
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
④
の
難
民
性
を
有
す
る
者
や
、
⑤
の
病
気
の
者
に
対
す
る
退
去
強
制
の
制
約
根
拠
と
し
て
日
本
政

府
も
、
「
何
人
も
」
「
非
人
道
的
な
」
「
取
扱
い
を
受
け
な
い
」
と
い
う
B
規
約
七
条
を
遵
守
す
る
義
務
が
あ
る
。

　
一
方
、
国
連
の
移
住
労
働
者
と
そ
の
家
族
に
関
す
る
条
約
は
、
日
本
お
よ
び
西
洋
諸
国
が
批
准
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
六
九
条
二

項
が
定
め
る
「
正
規
化
の
可
能
性
を
考
え
る
場
合
、
入
国
の
状
況
、
雇
用
地
話
に
お
け
る
在
留
期
間
及
び
そ
の
他
の
関
連
事
項
、
特
に
家
族

の
状
況
に
関
し
て
、
適
切
な
考
慮
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
国
際
基
準
は
、
す
で
に
多
く
の
西
洋
諸
国
の
実
務
で
は
妥
当
し

て
い
る
。
①
、
②
の
場
合
の
日
本
の
実
務
で
も
お
の
ず
と
こ
う
し
た
基
準
に
し
た
が
っ
て
裁
量
の
合
理
性
が
判
断
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
た
だ
し
、
具
体
的
な
在
留
期
間
の
基
準
を
明
記
す
る
条
約
は
な
く
、
③
の
場
合
に
、
各
国
が
個
別
に
オ
ラ
ン
ダ
が
六
年
、
フ
ラ
ン
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

が
一
〇
年
、
イ
ギ
リ
ス
が
一
四
年
と
目
安
を
定
め
て
い
る
。
か
つ
て
日
本
に
密
入
国
し
た
外
国
人
が
、
二
五
年
以
上
（
一
〇
数
年
と
の
見
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

も
あ
る
）
在
留
し
生
活
し
て
い
た
場
合
に
在
留
特
別
許
可
を
認
め
る
と
い
う
内
部
基
準
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
情
報
公
開

法
の
も
と
、
今
後
つ
く
る
通
達
は
公
開
し
て
い
く
法
務
省
の
方
針
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
以
前
つ
く
ら
れ
た
基
準
は
不
透
明
な
ま
ま
で
あ
る
。

諸
外
国
に
比
べ
、
長
す
ぎ
る
在
留
期
間
の
基
準
に
よ
り
、
日
本
が
不
法
な
ス
テ
イ
タ
ス
の
労
働
者
を
搾
取
し
続
け
る
不
公
正
な
社
会
で
あ
る

こ
と
を
印
象
づ
け
る
不
名
誉
を
避
け
る
上
で
も
、
③
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
せ
い
ぜ
い
長
く
と
も
一
〇
年
を
目
安
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、

②
の
場
合
は
五
年
の
目
安
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
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二

難
民
性
を
有
す
る
人
に
対
す
る
在
留
特
別
許
可

　
　
　
－
非
人
道
的
な
取
扱
い
を
受
け
な
い
権
利
1

　
日
本
の
難
民
申
請
者
数
と
難
民
受
け
入
れ
数
は
極
端
に
少
な
い
。
難
民
認
定
制
度
が
は
じ
ま
っ
た
一
九
八
二
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
末
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、
二
一
七
九
人
の
申
請
が
あ
り
、
難
民
認
定
者
数
は
二
六
〇
人
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ぼ
、
日
本
の
人
口
の
お
よ
そ
一
四
分
の
一
に
す
ぎ

な
い
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
毎
年
、
数
千
か
ら
、
数
万
人
の
広
義
の
難
民
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
こ
の
差
は
、
た
ん
に
日
本
へ
の
難
民
申
請

が
少
な
い
こ
と
の
み
が
原
因
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
政
治
難
民
以
外
の
広
義
の
難
民
に
対
す
る
受
け
入
れ
姿
勢
が
、
あ
る
か
な
い

か
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
第
一
に
、
「
難
民
枠
（
山
《
評
鉱
口
ひ
q
評
く
O
け
）
」
を
設
け
て
い
る
。
国
会
の
承
認
を
得
て
政
府
が
毎
年
、
枠
の
数
と
方
針

を
決
め
る
。
と
り
わ
け
迫
害
を
受
け
ま
た
は
迫
害
の
危
険
が
あ
り
な
が
ら
ま
だ
国
外
に
脱
出
し
て
い
な
い
者
や
、
第
三
国
へ
の
移
動
が
必
要

な
者
を
、
国
連
高
等
難
民
弁
務
官
の
協
力
の
も
と
選
択
す
る
。
第
二
に
「
条
約
難
民
（
ざ
曰
く
Φ
コ
鉱
。
達
観
鴇
鉱
轟
）
」
が
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
で
も
「
難
民
」
と
呼
ぶ
場
合
に
は
、
狭
義
に
は
一
九
五
一
年
の
難
民
条
約
に
基
づ
く
、
こ
の
政
治
難
民
を
さ
す
。
こ
の
点
は
、
日
本
と

同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
的
・
宗
教
的
・
人
種
的
理
由
な
ど
か
ら
迫
害
を
受
け
る
恐
れ
が
あ
り
、
国
籍
国
の
外
に
い
る
者
ま
た
は
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

居
所
を
有
し
て
い
た
国
の
外
に
い
る
無
国
籍
者
を
い
う
。
第
三
に
、
一
九
九
七
年
ま
で
は
良
心
的
兵
役
拒
否
（
町
凶
ひ
q
ω
毒
ひ
q
錘
『
Φ
）
と
い
う
カ

テ
ゴ
リ
ー
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
戦
場
か
ら
逃
亡
し
た
者
ま
た
は
差
し
迫
っ
た
兵
役
を
回
避
す
る
た
め
に
本
国
か
ら
逃
亡
す
る
か
ス
ウ
ェ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

デ
ン
に
滞
在
し
た
い
と
欲
す
る
者
を
さ
し
た
。
ま
た
、
一
九
九
七
年
ま
で
は
事
実
上
の
難
民
（
鳥
①
賦
9
0
自
旨
甑
昌
ひ
q
費
）
と
い
う
カ
テ
ゴ

リ
ー
も
存
在
し
た
。
こ
の
場
合
は
、
本
国
で
の
政
治
的
関
係
を
理
由
と
し
て
母
国
に
戻
る
こ
と
を
欲
し
な
い
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
十
分
な
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

拠
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
者
を
さ
し
た
。
一
九
九
七
年
の
外
国
人
法
改
正
三
章
三
条
に
よ
り
、
良
心
的
兵
役
拒
否
者
と
事
実
上
の
難
民
の
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

念
は
廃
止
さ
れ
、
代
わ
り
に
「
そ
の
他
保
護
の
必
要
な
者
（
ω
ξ
＆
ω
σ
①
ま
く
鋤
a
①
一
〇
＜
ユ
α
q
酢
）
」
と
い
う
概
念
が
導
入
さ
れ
た
。
今
後
は
以
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　　　　　表3　庇護希望者と広義の難民の滞在許可

　1987　　　1988　　　1989　　　1990　　　1991　　　1992　　　1993　　　1994　　　1995　　　1996　　　1997

18，114　19，595　30，335　29，420　27，351　84，018　37，581　18，640　　9，047　　5，732　　9，662

14042

1457

2326

1，679

16，125　24，879　12，839

　1．474　　1，559　　1，455

　3，698　3，079　2，167

　1，170　　　　136　　　　　14

18，663　12，791

　1，732　　3，402

1404　　615

　　　　18　　　4

36　482　44　875

　　　937　7431

　1，024　　　　785

　　　　2　　　12

5，642

1，956

　　148

　　　　1

4832

1628

　　128

9，596

1180

1310

5，374　　5，984　　6，066　　3，927　　3　816　　2，447　　4，000　　3，060　　1　401　　1，651

3，206　　3，797　14，039　　5，276　11，693　　6．323　30，518　33，587 2，136　　1，424　　6，367

　　　　　　　　　　　　　　739

年

庇護希望者

広義の難民

難民枠

条約難民

良心的

兵役拒否

事実上の

難民

人道上の

理由

その他保護

の必要な者

参照：Statiska　centralbyran，　S岬醜』zs∂o々’99（Stockholm：SCB，1991），　p．71．

下
の
三
つ
の
場
合
、
す
な
わ
ち
（
一
）
死
刑
、
身
体
刑
、
拷
問
、
そ
の
他
の
非

人
道
的
な
も
し
く
は
品
位
を
傷
つ
け
る
扱
い
ま
た
は
処
罰
の
危
険
に
関
す
る
十

分
な
理
由
が
あ
る
場
合
、
（
二
）
国
内
も
し
く
は
国
家
間
の
武
力
衝
突
、
ま
た

は
環
境
災
害
な
ど
の
理
由
で
母
国
へ
の
帰
還
が
困
難
な
場
合
、
（
三
）
性
差
別

や
同
性
愛
を
理
由
に
迫
害
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
場
合
、
に
つ
い
て
も
保
護
の
対

象
と
認
定
さ
れ
う
る
。
第
四
に
、
「
人
道
上
の
理
由
（
含
ヨ
曽
三
下
お
昌
ひ
q
毎
昌
－

α
嘆
）
」
と
い
う
滞
在
許
可
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
あ
る
。
人
道
上
の
理
由
と
は
、
重

病
、
障
害
、
母
国
で
の
十
分
な
治
療
の
不
足
な
ど
の
個
人
的
な
理
由
か
ら
滞
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

許
可
を
認
め
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
数
を
庇
護
希
望
者
と
と
も
に
、
表

3
に
示
し
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
の
庇
護
希
望
者
と
は
、
自
ら
の
意
思
で
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
に
来
て
、
難
民
と
し
て
の
地
位
を
理
由
に
滞
在
許
可
を
求
め
る
外

国
人
を
い
う
。

　
狭
義
の
政
治
難
民
に
は
該
当
し
な
い
も
の
の
、
本
国
に
送
還
す
る
こ
と
が
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
上
、
問
題
と
さ
れ
る
広
義
の
難
民
は
、
日
本
で
い
う
と
こ
ろ
の
在
留
特
別
許

可
の
問
題
と
も
関
連
し
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
法
務
省
の
第
二

次
出
入
国
管
理
基
本
計
画
に
よ
れ
ば
、
難
民
認
定
は
、
制
度
発
足
以
来
一
九
九

八
年
末
ま
で
に
、
一
七
〇
三
人
の
申
請
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
う
ち
二
二
七
人
を

認
定
し
、
一
〇
九
〇
人
を
不
認
定
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
難
民
と
認
定
し
な
い

場
合
で
あ
っ
て
も
、
本
国
の
状
況
等
に
よ
り
帰
国
が
困
難
で
あ
る
等
の
特
殊
な
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酒面冊 説

事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
不
認
定
処
分
後
に
も
在
留
を
認
め
る
な
ど
柔
軟
な
配
慮
を
し
て
い
る
。
一
九
九
八
年
末
ま
で
に
、
こ
の
よ
う
な
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

慮
に
基
づ
き
在
留
を
認
め
ら
れ
た
者
は
合
計
一
五
六
人
に
上
っ
て
い
る
と
い
う
。
二
〇
〇
〇
年
に
お
け
る
日
本
の
難
民
認
定
申
請
者
数
は
、

二
一
六
人
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
二
二
人
が
難
民
に
認
定
さ
れ
た
。
一
方
、
難
民
と
は
認
定
さ
れ
な
か
っ
た
者
の
う
ち
、
そ
の
申
立
て
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

る
判
断
を
含
め
人
道
的
な
理
由
か
ら
特
別
に
在
留
が
許
可
さ
れ
た
者
は
、
三
一
人
で
あ
る
。
よ
う
や
く
法
務
省
は
難
民
性
を
有
す
る
人
の
在

留
特
別
許
可
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
公
開
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
い
わ
ば
、
難
民
性
を
有
す
る
人
に
対
す
る
在
留
特
別
許
可
の
実
例
は
こ

れ
ま
で
も
あ
る
。

　
た
だ
し
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
そ
の
他
の
欧
米
諸
国
と
の
違
い
は
、
こ
の
種
の
在
留
特
別
許
可
者
を
広
義
の
難
民
と
し
て
位
置
づ
け
、
計
上
す

る
こ
と
を
こ
れ
ま
で
の
日
本
は
し
て
こ
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。
難
民
性
を
有
す
る
人
の
在
留
特
別
許
可
は
、
そ
の
基
準
を
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

よ
う
に
法
律
に
明
記
す
る
こ
と
が
本
来
は
望
ま
し
い
。
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
欧
州
人
権
規
約
上
の
追
放
障
害
を
法
律
に
う
た
う
形
で
も
よ
い
で

　
　
　
お
　

あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
っ
て
は
、
欧
州
人
権
規
約
三
条
、
日
本
に
あ
っ
て
は
国
際
人
権
規
約
B
規
約
七
条
か
ら
、
死

刑
、
身
体
刑
、
拷
問
、
そ
の
他
の
非
人
間
的
な
も
し
く
は
品
位
を
傷
つ
け
る
扱
い
ま
た
は
処
罰
の
危
険
に
関
す
る
十
分
な
理
由
が
あ
る
場
合

に
は
、
退
去
強
制
の
禁
止
が
導
か
れ
る
。
た
と
え
ば
、
国
家
に
よ
る
拷
問
な
い
し
は
非
人
道
的
な
取
扱
い
に
対
し
、
欧
州
人
権
規
約
三
条
の

適
応
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
ド
イ
ツ
の
行
政
裁
判
所
と
、
私
的
な
機
関
に
よ
る
場
合
に
も
拡
張
す
る
欧
州
人
権
裁
判
所
と
歩
調
を
合
わ
せ
る

ス
イ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
の
裁
判
所
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
同
三
条
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
在
留
特
別
許
可
の
根
拠
規
定
と
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

い
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
も
、
紛
争
中
の
国
、
自
然
災
害
の
被
害
を
被
っ
た
国
の
出
身
者
な
ど
、
そ
の
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

の
理
由
か
ら
危
険
が
あ
る
場
合
に
は
、
在
留
特
別
許
可
を
認
め
る
ル
ー
ル
が
一
般
に
あ
る
と
い
う
。

　
さ
ら
に
、
居
住
資
格
ま
た
は
難
民
認
定
の
た
め
の
審
査
が
長
期
間
に
お
よ
ん
だ
り
、
居
住
資
格
ま
た
は
難
民
認
定
が
不
許
可
に
な
っ
て
も
、

退
去
強
制
が
困
難
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
、
在
留
特
別
許
可
が
認
め
ら
れ
る
ル
ー
ル
も
い
く
つ
か
の
国
に
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
オ
ラ
ン

ダ
で
は
、
居
住
許
可
の
申
請
を
し
た
の
ち
、
三
年
以
上
決
定
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
人
道
上
の
居
住
資
格
が
認
め
ら
れ
る
ル
ー
ル
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が
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
も
、
難
民
認
定
が
不
許
可
に
な
っ
た
の
ち
も
送
還
さ
れ
な
か
っ
た
一
定
の
出
身
国
の
長
期
滞
在
者
に
在
留
特
別
許
可
が

　
　
　
　
　
　
　
ガ
　

認
め
ら
れ
て
い
る
。
ベ
ル
ギ
ー
で
も
、
庇
護
申
請
後
、
五
年
間
（
学
齢
期
の
子
ど
も
が
い
る
家
族
の
場
合
は
四
年
間
）
難
民
認
定
の
最
終
決

定
が
下
さ
れ
て
い
な
い
者
、
本
人
の
意
思
と
は
別
の
外
国
の
事
情
に
よ
り
退
去
強
制
が
困
難
な
者
、
重
病
の
者
、
そ
の
他
の
人
道
上
の
理
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

か
ら
、
在
留
特
別
許
可
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
居
住
の
自
由
と
立
憲
性
質
説

在留特別許可の展望と課題（近藤）

　
以
上
の
国
際
人
権
法
上
の
根
拠
や
諸
外
国
の
動
向
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
在
留
特
別
許
可
の
り
ベ
ラ
ル
な
運
用
を
導
く
上
で
の
最
大

の
論
点
は
、
憲
法
の
「
居
住
の
自
由
」
の
解
釈
問
題
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
外
国
人
の
権
利
に
つ
い
て

は
、
理
論
的
に
は
未
解
決
な
問
題
が
少
な
く
な
い
。
入
国
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
明
文
の
規
定
が
な
く
、
一
般
に
外
国
人
に
は
認
め
ら
れ
な

い
。
し
か
し
、
「
居
住
」
の
「
自
由
」
は
憲
法
二
二
条
一
項
で
「
何
人
も
」
保
障
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
カ
ナ
ダ
の
憲
法
六
条
二
項
は

永
住
者
に
も
、
居
住
の
自
由
を
保
障
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
、
条
約
上
E
U
市
民
な
い
し
E
E
A
市
民
に
「
居
住
の
自
由
」
を
保
障
す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
、
「
何
人
も
」
と
定
め
て
い
る
日
本
国
憲
法
は
、
比
較
法
的
に
は
外
国
人
の
人
権
保
障
に
お
い
て
非
常
に
り
ベ
ラ

ル
な
規
定
の
仕
方
を
し
て
い
る
。
従
来
の
通
説
・
判
例
は
、
「
何
人
も
」
と
い
う
規
定
と
「
国
民
は
」
と
い
う
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
権
利

の
性
質
上
日
本
国
民
の
み
を
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
も
の
を
除
き
、
わ
が
国
に
在
留
す
る
外
国
人
に
対
し
て
も
等
し
く
及
ぶ
も

の
と
解
す
べ
き
」
と
の
性
質
説
に
立
つ
。

　
こ
の
性
質
説
は
、
人
権
重
視
の
り
ベ
ラ
ル
な
解
釈
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
、
多
く
の
支
持
を
得
て
い
る
。
性
質
説
は
、
た
し
か
に
、

「
国
民
は
」
と
い
う
文
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
外
国
人
の
権
利
保
障
に
積
極
的
な
解
釈
を
示
す
条
項
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
憲
法
＝
二
条
が

「
国
民
」
に
保
障
し
て
い
る
幸
福
追
求
権
と
、
憲
法
一
四
条
が
「
国
民
」
に
保
障
し
て
い
る
法
の
下
の
平
等
は
、
す
べ
て
の
外
国
人
も
享
有
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論説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る
と
通
説
は
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
国
籍
の
有
無
、
在
留
資
格
の
有
無
は
、
多
く
の
点
で
別
異
の
取
扱
を
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
て

も
い
る
。
一
定
の
例
外
事
例
は
あ
る
も
の
の
、
平
等
原
則
そ
の
も
の
が
外
国
人
に
ま
っ
た
く
適
用
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
「
人
権
」
と
い

う
概
念
そ
の
も
の
を
「
国
民
の
権
利
」
に
変
質
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
、
国
際
人
権
規
約
B
規
約
二
六
条
は
、
正
当
に
も
、

「
す
べ
て
の
者
」
が
法
の
前
に
平
等
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
国
際
人
権
規
約
を
日
本
国
憲
法
の
人
権
の
性
質
を
考
え
る
上
で
の
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

指
針
と
す
る
指
摘
も
、
検
討
に
値
す
る
。

　
一
方
、
性
質
説
は
、
逆
に
、
「
何
人
も
」
と
い
う
文
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
定
の
外
国
人
の
権
利
保
障
を
消
極
的
に
解
す
る
条
項
も
多

い
。
た
と
え
ば
、
憲
法
一
七
条
の
「
何
人
」
に
対
し
て
も
保
障
し
て
い
る
「
国
家
賠
償
請
求
権
」
を
具
体
化
す
る
国
家
賠
償
法
六
条
が
、
外

国
人
を
被
害
者
と
す
る
場
合
の
相
互
保
証
主
義
を
定
め
て
い
る
こ
と
を
、
従
来
の
性
質
説
は
容
認
し
て
き
た
。
性
質
説
の
立
場
か
ら
違
憲
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

す
る
最
近
の
有
力
な
学
説
も
あ
る
が
、
立
憲
性
質
説
の
場
合
、
「
何
人
も
」
保
障
さ
れ
て
い
る
以
上
、
出
身
国
が
当
該
事
例
に
関
す
る
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賠
償
法
制
を
も
た
な
い
イ
ラ
ン
人
が
原
告
と
な
る
国
賠
訴
訟
の
障
害
な
ど
は
、
国
家
賠
償
請
求
権
の
性
質
を
論
ず
る
ま
で
も
無
く
取
り
除
か

れ
る
。
ま
た
、
憲
法
二
二
条
一
項
の
「
何
人
」
も
有
す
る
「
職
業
選
択
の
自
由
」
が
、
外
国
人
に
保
障
さ
れ
る
と
す
る
東
京
都
管
理
職
試
験

受
験
拒
否
違
憲
訴
訟
東
京
高
裁
判
決
は
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
て
、
人
権
に
有
利
な
立
法
裁
量
の
法
価
値
を
否
定
す
る
文
脈
で
主
権
を
援
用
し

て
い
る
点
は
、
権
力
の
制
限
を
本
質
と
す
る
立
憲
主
義
の
論
理
か
ら
問
題
で
あ
り
、
人
権
を
重
視
す
る
立
憲
性
質
説
は
「
公
共
の
福
祉
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　

よ
る
制
約
の
可
能
性
と
限
界
の
み
を
問
題
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
従
来
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
憲
法
学
者
は
、
「
何
人
も
」
と
い
う
文
言

解
釈
の
最
大
の
難
点
と
し
て
、
「
国
籍
離
脱
の
自
由
」
が
性
質
上
、
「
国
民
」
に
限
定
さ
れ
る
と
す
る
固
定
観
念
に
し
ば
ら
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
憲
法
二
二
条
二
項
の
「
国
籍
離
脱
の
自
由
」
は
、
「
国
籍
離
脱
者
に
経
済
的
に
不
利
な
条
件
を
課
し
て
、
離
脱
の
自
由
を
制
限
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
も
許
さ
れ
な
い
」
は
ず
で
あ
り
、
た
と
え
ぼ
、
今
日
で
は
日
本
国
籍
に
帰
化
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
な
く
な
っ
た
か
つ
て
の
「
司
法
修

習
生
採
用
問
題
」
の
よ
う
な
場
合
に
、
「
外
国
人
」
の
「
国
籍
離
脱
の
自
由
」
を
日
本
政
府
が
侵
害
し
た
実
例
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
国
籍
離
脱
の
自
由
」
が
「
国
籍
を
離
脱
し
な
い
自
由
」
を
含
む
「
国
籍
自
由
の
原
則
」
を
表
明
す
る
も
の
と
解
す
れ
ば
、
憲
法
二
二
条
二
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項
は
、
帰
化
に
お
け
る
従
来
の
国
籍
放
棄
（
国
籍
法
五
条
五
号
）
や
出
生
に
よ
る
二
重
国
籍
者
の
国
籍
選
択
制
度
（
同
一
四
条
）
を
義
務
づ

け
な
い
国
籍
法
の
新
傾
向
を
先
取
り
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
一
九
九
七
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
籍
条
約
は
、
か
つ
て
国
際
法
の

理
想
と
さ
れ
た
重
国
籍
回
避
原
則
を
否
定
し
（
一
五
条
）
、
選
択
義
務
制
度
を
禁
止
し
て
い
る
（
一
四
条
）
。
日
本
政
府
が
、
帰
化
や
国
籍
選

択
に
際
し
て
、
「
外
国
籍
」
の
離
脱
を
強
制
す
る
こ
と
も
、
「
何
人
も
」
「
国
籍
離
脱
の
自
由
」
を
保
障
さ
れ
て
い
る
日
本
国
憲
法
に
違
反
す

る
と
の
新
解
釈
は
、
人
の
国
際
移
動
や
国
際
結
婚
の
増
大
に
よ
り
重
国
籍
に
寛
容
と
な
る
国
際
法
の
新
傾
向
と
む
し
ろ
調
和
す
る
。
移
民
送

り
出
し
国
か
ら
移
民
受
け
入
れ
国
に
転
換
し
た
国
々
で
は
、
必
然
的
に
生
地
主
義
（
言
ω
ω
0
5
や
居
住
主
義
（
冒
ω
α
o
巨
6
霞
）
に
よ
る
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

国
籍
の
要
素
を
大
き
く
と
り
い
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
い
ま
問
題
と
し
て
い
る
憲
法
二
二
条
一
項
に
再
び
戻
れ
ば
、
憲
法
上
は
、
日
本
に
い
る
外
国
人
も
、
ま
ず
は
居
住
の
自
由
を
も
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

う
る
と
い
う
か
っ
て
の
最
高
裁
判
例
の
前
提
に
立
っ
て
、
そ
れ
を
何
ら
か
の
政
策
上
の
必
要
か
ら
制
限
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を

出
発
点
に
置
く
べ
き
で
あ
る
。
居
住
の
自
由
と
い
う
の
は
、
「
住
所
ま
た
は
居
所
を
自
ら
決
定
な
い
し
変
更
す
る
自
由
」
で
あ
り
、
自
由
権

の
核
心
が
国
に
よ
る
妨
害
排
除
の
請
求
権
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
「
恣
意
的
に
住
居
の
選
択
を
妨
害
さ
れ
な
い
権
利
」
を
意
味

す
る
こ
と
に
な
る
。
「
恣
意
的
」
で
な
く
、
「
合
理
的
」
な
退
去
強
制
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
公
共
の
福
祉
と
い
う
曖
昧
な
概
念
の
み
で
国
が

一
方
的
に
制
約
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
具
体
的
な
公
益
や
個
人
の
利
益
を
比
較
衡
量
し
た
り
、
憲
法
三
一
条
の
適
正
手
続
、
＝
二
条
の
幸

福
追
求
権
そ
の
他
の
憲
法
上
の
人
権
条
項
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
、
各
種
の
国
際
人
権
条
約
や
国
際
慣
行
も
配
慮
し
て
「
公
共
の
福

祉
」
に
よ
る
制
約
が
可
能
か
ど
う
か
を
個
別
に
検
討
す
る
こ
と
を
、
憲
法
二
二
条
一
項
は
、
日
本
に
い
る
「
何
人
」
に
対
し
て
も
保
障
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
付
言
し
て
お
く
な
ら
ば
、
日
本
国
憲
法
が
亡
命
権
な
い
し
庇
護
請
求
権
を
定
め
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
消
極
説
が
支
配
的
と
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

れ
て
い
る
。
せ
い
ぜ
い
、
入
管
法
上
の
一
時
庇
護
の
制
度
に
よ
り
一
種
の
亡
命
権
が
法
律
上
認
め
ら
れ
る
も
の
と
通
説
は
解
し
て
い
る
。
し

か
し
、
「
恣
意
的
に
住
居
の
選
択
を
妨
害
さ
れ
な
い
権
利
」
が
憲
法
二
二
条
の
「
居
住
の
自
由
」
に
お
い
て
日
本
の
領
土
内
に
あ
る
「
何
人
」
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に
も
保
障
さ
れ
る
な
ら
ば
、
亡
命
者
な
い
し
庇
護
希
望
者
が
日
本
で
の
庇
護
を
請
求
す
る
権
利
の
中
心
的
な
根
拠
規
定
は
、
こ
の
「
居
住
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
が
　

自
由
」
に
求
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
の
明
文
規
定
を
無
視
し
た
従
来
の
議
論
は
、
立
憲
性
質
説
の
立
場
か
ら
見
直
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
人
権
の
国
際
化
が
み
ら
れ
る
今
日
、
上
述
の
難
民
条
約
三
三
条
や
国
際
人
権
規
約
B
規
約
七
条
を
援
用
で
き
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
も
と
も
と
憲
法
に
あ
っ
た
「
居
住
の
自
由
」
の
見
落
と
さ
れ
て
き
た
要
素
が
、
国
際
人
権
規
約
を
契
機
と
し
て

発
見
さ
れ
、
入
管
法
上
の
在
留
特
別
許
可
を
通
じ
て
、
「
居
住
の
自
由
」
の
中
身
が
充
填
さ
れ
て
い
く
。
同
様
に
、
憲
法
二
二
条
一
項
が

「
何
人
も
」
有
す
る
と
定
め
る
「
移
転
の
自
由
」
も
、
立
憲
性
質
説
上
は
、
す
べ
て
の
外
国
人
に
認
め
た
上
で
、
公
共
の
福
祉
に
よ
る
制
約

可
能
性
の
態
度
が
外
国
人
の
態
様
に
よ
り
異
な
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
も
そ
も
、
性
質
説
を
明
確
に
し
た
マ
ク
リ
ー
ン
判
決
は
、
「
在
留
の
権
利
な
い
し
引
き
続
き
本
邦
に
在
留
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
権
利

を
保
障
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
」
と
か
、
「
外
国
人
に
対
す
る
憲
法
の
基
本
的
人
権
の
保
障
は
」
「
外
国
人
在
留
制
度
の
わ
く
内
で
与
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
通
説
を
代
表
す
る
学
説
に
よ
れ
ば
、
「
正
規
の
手
続
き
で
入
国
を
許
可
さ
れ
た

者
は
、
そ
の
在
留
資
格
を
み
だ
り
に
奪
わ
れ
な
い
こ
と
を
保
障
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
限
度
で
の
在
留
権
な
る
も
の
は
、
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

め
ら
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
定
住
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
一
段
と
強
い
程
度
で
妥
当
し
よ
う
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
最
近
の
有
力
な
学
説
も
、
「
日
本
に
在
留
す
る
外
国
人
の
人
権
を
認
め
る
と
い
う
以
上
は
、
外
国
人
に
は
入
国
・
在
留
の
権
利
は
認

め
ら
れ
な
い
と
い
う
原
則
自
体
を
根
本
的
に
変
更
す
る
ほ
か
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
『
難
問
』
」
に
対
す
る
明
快
な
答
え
は
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　

そ
う
も
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
マ
ク
リ
ー
ン
判
決
以
後
の
最
高
裁
の
思
考
枠
組
み
を
「
出
入
国
シ
ス
テ
ム
優
位
毒
し
と
呼
び
、

そ
れ
以
前
の
最
高
裁
の
思
考
枠
組
み
を
「
基
本
的
人
権
優
位
説
」
と
し
て
出
入
国
シ
ス
テ
ム
も
基
本
的
人
権
の
射
程
に
含
む
場
合
と
を
対
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

す
る
見
解
も
登
場
し
て
い
る
。
憲
法
の
人
権
規
定
よ
り
も
入
管
法
の
方
が
上
位
の
法
で
あ
る
か
の
よ
う
な
転
倒
し
た
発
想
を
マ
ク
リ
ー
ン
判

決
は
内
包
し
て
お
り
、
人
権
と
し
て
の
「
居
住
の
自
由
」
が
か
か
え
る
難
問
は
、
マ
ク
リ
ー
ン
判
決
に
お
い
て
も
実
は
解
消
さ
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
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し
か
も
、
性
質
説
の
最
も
深
刻
な
問
題
は
、
憲
法
を
か
か
げ
て
個
人
の
権
利
・
自
由
を
国
家
権
力
の
侵
害
か
ら
守
る
立
憲
主
義
か
ら
す
れ

ば
、
「
何
人
も
」
と
し
て
い
る
「
居
住
の
自
由
」
を
外
国
人
に
は
認
め
な
い
こ
と
は
背
理
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
従
来
の
性
質
説
は
立

憲
主
義
の
基
本
を
無
視
し
て
お
り
、
従
来
の
文
言
説
は
人
権
の
理
念
や
国
際
協
調
主
義
に
反
す
る
。
こ
う
し
た
難
問
を
解
く
鍵
は
、
「
立
憲

性
質
説
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
解
釈
態
度
に
あ
り
、
憲
法
二
二
条
一
項
の
「
居
住
の
自
由
」
の
性
質
を
「
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
か
ぎ
り
」

と
い
う
政
策
的
制
約
の
可
能
性
と
限
界
の
う
ち
に
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
立
憲
主
義
上
「
何
人
も
」
と
い
う
条
項
は
す
べ
て
日

本
に
い
る
外
国
人
に
も
適
用
さ
れ
、
「
国
民
は
」
と
い
う
条
項
な
い
し
人
権
の
享
有
主
体
性
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
条
項
は
、
権
利
の
性
質

上
外
国
人
に
も
適
用
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
立
憲
性
質
説
を
提
唱
し
た
い
。
立
憲
性
質
説
に
よ
れ
ば
、
「
何
人
も
」
と
規
定
し

て
い
る
条
項
を
め
ぐ
り
、
多
く
の
外
国
人
の
権
利
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
例
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
　
公
共
の
福
祉
を
め
ぐ
る
法
政
策
上
の
諸
論
点

在留特別許可の展望と課題（近藤）

　
「
居
住
の
自
由
」
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
経
済
的
自
由
の
側
面
の
大
き
い
こ
の
人
権
は
、
精
神
的
自
由
よ
り
も
理
論
上
、
政
策
的
制

約
を
受
け
や
す
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
憲
法
は
明
文
に
お
い
て
「
公
共
の
福
祉
」
に
よ
る
制
約
の
可
能
性
を
定
め
て
い
る
。
た
だ
し
、

通
説
を
代
表
す
る
学
説
に
よ
れ
ば
、
居
住
の
自
由
は
、
人
身
の
自
由
の
側
面
も
大
き
く
、
人
格
形
成
に
必
要
な
幸
福
追
求
権
の
側
面
も
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

移
転
の
自
由
と
あ
い
ま
っ
て
精
神
的
自
由
の
側
面
す
ら
も
ち
う
る
複
合
的
性
格
を
有
す
る
権
利
で
あ
る
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
「
公
共
の
福
祉
」
を
理
由
と
し
て
、
法
務
大
臣
が
居
住
の
自
由
の
制
約
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
法
政
法
上

合
理
性
を
有
し
て
い
る
か
と
い
う
限
界
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
上
述
の
判
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
「
条
理
」
に
か
な
っ
て
い
る
か
、
す
な
わ

ち
社
会
通
念
に
か
な
う
合
理
的
な
判
断
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
入
管
法
上
の
在
留
特
別
許
可
に
お
け
る
「
在
留
を
許
可
す
べ
き
事
情
」
の
法

務
大
臣
に
よ
る
判
断
の
合
理
性
と
し
て
、
裁
判
所
が
審
査
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
た
と
え
ば
、
子
ど
も
の
人
格
形
成
に
お
い
て
重
要
な
時
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期
に
日
本
で
教
育
を
受
け
た
子
ど
も
の
い
る
家
族
を
退
去
強
制
す
る
こ
と
、
生
命
、
身
体
へ
の
危
険
が
大
き
い
者
を
退
去
強
制
す
る
こ
と
な

ど
は
、
不
合
理
な
判
断
で
あ
る
こ
と
は
、
一
般
に
是
認
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
公
共
の
福
祉
」
に
よ
る
制
約
の
可
能
性
と
限
界
は
、
国
家
が
害
さ
れ
る
と
す
る
「
公
益
」
と
個
人
が
失
う
で
あ
ろ
う
「
私
益
」
と
を
比

較
衡
量
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
私
益
」
に
関
す
る
非
正
規
滞
在
者
の
個
人
的
な
事
情
の
み
な
ら
ず
、
「
公
益
」
に
関
す
る
国
内
の
政

治
・
経
済
・
社
会
的
諸
事
情
お
よ
び
外
交
関
係
等
の
諸
事
情
を
考
慮
し
た
法
務
大
臣
の
裁
量
の
運
用
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

検
討
す
べ
き
い
く
つ
か
の
論
点
を
示
し
て
お
こ
う
。
比
較
移
民
政
策
研
究
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
る
ト
ー
マ
ス
・
ハ
ン
マ
ー
に
よ
れ
ぽ
、
非
正

規
滞
在
者
を
雇
う
大
き
な
経
済
利
益
が
雇
用
者
に
あ
り
、
そ
の
雇
用
者
へ
の
実
効
的
な
制
裁
が
な
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
非
正
規
就
労
の

増
大
を
当
局
は
黙
認
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
受
け
入
れ
国
と
非
正
規
滞
在
者
の
あ
い
だ
に
暗
黙
の
合
意
が
あ
る
と
い
っ
て
も
い

い
。
拒
否
さ
れ
た
庇
護
希
望
者
が
非
正
規
滞
在
者
と
な
り
、
低
賃
金
の
仕
事
に
就
い
て
い
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
国
家
が
経
済
的
お
よ
び

実
務
上
の
理
由
か
ら
こ
の
こ
と
を
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
時
に
そ
の
社
会
的
・
経
済
的
な
マ
イ
ナ
ス
の
結
果
に
気
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
は
非
正
規
滞
在
者
の
将
来
に
対
し
て
あ
る
種
の
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
正
規
化

を
め
ぐ
る
諸
外
国
の
議
論
を
み
る
と
、
「
人
道
」
、
「
経
済
効
率
」
、
「
大
量
送
還
の
困
難
性
」
、
社
会
的
な
「
公
正
」
の
諸
論
点
か
ら
支
持
さ
れ

る
。
逆
に
日
本
で
は
、
不
法
就
労
に
よ
り
、
「
公
正
な
出
入
国
管
理
の
秩
序
を
乱
す
問
題
」
、
「
人
権
、
経
済
活
動
、
労
働
市
場
、
保
険
、
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

生
、
治
安
等
の
各
方
面
に
お
い
て
様
々
な
問
題
」
お
よ
び
「
公
正
な
経
済
競
争
が
疎
外
さ
れ
る
お
そ
れ
」
が
あ
り
、
「
国
益
」
を
害
す
る
の

で
在
留
特
別
許
可
に
は
慎
重
で
あ
り
、
大
規
模
な
一
般
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
「
次
回
を
期
待
す
る
不
法
滞
在
者
の
流
入
及
び
不
法
滞
在
の
長
期

　
　
　
　
　
　
め
　

化
を
誘
発
す
る
」
こ
と
か
ら
反
対
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
国
が
自
ら
摘
発
し
た
の
で
は
な
く
、
一
〇
年
前
後
の
長
き
に
わ
た
り
多
く
の
基
本
的
人
権
が
守
ら
れ
な
い
非
正
規
滞
在
者
の
状

態
に
終
止
符
を
打
つ
べ
く
、
入
管
法
五
〇
条
所
定
の
在
留
特
別
許
可
に
よ
る
申
請
の
た
め
に
出
頭
し
て
き
た
者
を
退
去
強
制
す
る
こ
と
は
、

同
様
の
状
況
に
あ
る
者
に
今
後
の
非
正
規
滞
在
生
活
の
長
期
化
を
選
択
さ
せ
、
「
公
正
な
出
入
国
管
理
秩
序
の
回
復
の
機
会
を
の
が
す
」
マ
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イ
ナ
ス
の
効
果
も
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
不
法
就
労
状
態
が
経
済
的
不
公
正
を
ま
ね
き
、
社
会
を
不
公
正
に
し
て
い
る
現
実
が
あ
る
か
ら
こ

そ
、
非
正
規
滞
在
者
の
正
規
化
が
「
不
公
正
な
経
済
的
構
造
を
是
正
す
る
手
段
」
な
い
し
「
公
正
な
社
会
を
回
復
す
る
手
段
」
た
り
う
る
こ

と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
多
様
な
側
面
を
も
っ
て
い
る
「
公
正
」
を
め
ぐ
る
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
と
し
て
、
ど
の
く
ら
い
の
期
間
を
目
安
に

す
る
こ
と
が
最
適
な
選
択
で
あ
る
か
は
、
高
度
な
政
治
決
定
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
諸
外
国
の
経
験
か
ら
し
て
も
、
余
り
に
長
い
基
準

の
設
定
は
、
適
正
な
手
続
と
は
考
え
に
く
く
、
不
公
正
な
社
会
状
況
を
黙
認
す
る
期
間
を
長
く
す
る
こ
と
で
公
益
を
損
う
。
ま
た
、
大
規
模

な
一
般
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
で
は
な
く
、
個
別
の
在
留
特
別
許
可
の
方
が
、
公
正
に
か
な
い
、
「
新
た
な
非
正
規
滞
在
者
の
呼
び
水
と
な
る
コ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ト
を
少
な
く
す
る
」
好
ま
し
い
選
択
肢
と
す
る
意
見
は
国
外
に
も
あ
る
。
新
た
な
非
正
規
滞
在
者
の
呼
び
水
と
な
ら
な
い
程
度
に
、
在
留
特

別
許
可
の
柔
軟
な
運
用
を
は
か
る
こ
と
が
、
近
隣
諸
国
と
の
経
済
格
差
が
大
き
い
も
の
の
、
特
定
分
野
を
除
け
ば
労
働
力
不
足
が
深
刻
と
は

い
え
な
い
、
現
時
点
で
の
日
本
の
公
共
の
福
祉
に
か
な
う
と
い
え
よ
う
。

　
一
方
、
国
連
人
口
部
の
予
測
で
は
、
二
〇
〇
五
年
以
後
、
日
本
の
人
口
は
減
少
し
、
一
九
九
五
年
の
生
産
年
齢
人
口
（
一
五
歳
か
ら
六
四

歳
）
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
一
九
九
五
年
目
ら
二
〇
五
〇
年
ま
で
に
毎
年
六
〇
万
九
〇
〇
〇
人
の
移
民
を
受
け
入
れ
る
必
要
が
あ
り
、
E

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

U
諸
国
も
類
似
の
問
題
を
か
か
え
て
い
る
と
い
う
。
今
後
、
移
民
受
け
入
れ
国
の
傾
向
を
強
め
る
で
あ
ろ
う
日
本
で
は
④
と
⑤
の
基
準
づ
く

り
が
進
ま
ず
、
②
だ
け
の
新
し
い
ゆ
る
や
か
な
基
準
が
で
き
る
こ
と
は
、
在
留
特
別
許
可
が
日
本
の
将
来
の
労
働
人
口
減
少
を
念
頭
に
置
い

た
経
済
的
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
人
道
上
の
理
由
か
ら
基
準
を
緩
和
す
る
発
想
が
日
本
は
弱
い
と
い
う
国
際
評
価
も
可
能
と
な
る
。

エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ
マ
ル
と
し
て
の
国
際
評
価
が
、
日
本
の
国
益
を
損
う
こ
と
に
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
配
慮
し
た
政
策
が
望
ま
れ
る
。
た

し
か
に
、
二
〇
〇
〇
年
の
春
に
行
わ
れ
た
法
務
大
臣
の
判
断
は
、
子
ど
も
の
権
利
を
考
慮
し
た
点
で
、
人
道
上
の
配
慮
を
示
し
た
画
期
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

第
一
歩
で
あ
る
こ
と
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
許
可
さ
れ
た
事
例
を
分
析
し
た
上
で
、
八
年
四
カ
月
以
上
在
留
し
て
お
り
、

子
ど
も
が
中
学
の
入
学
目
前
の
年
齢
で
あ
る
家
族
の
場
合
は
、
在
留
特
別
許
可
の
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
み
て
も
、
不
許
可
処
分
を
争
う

裁
判
提
訴
中
に
子
ど
も
が
成
長
す
る
こ
と
も
念
頭
に
置
く
と
、
子
ど
も
の
年
齢
の
基
準
は
も
っ
と
低
い
方
が
合
理
的
で
あ
る
。
ま
た
、
④
と
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⑤
の
事
例
に
は
、
冷
た
い
処
分
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
今
後
、
経
済
回
復
な
い
し
少
子
高
齢
化
が
進
め
ば
、
新
規
の
労
働
移
民
の
受
け
入
れ

と
新
た
な
日
本
語
習
得
そ
の
他
の
社
会
コ
ス
ト
と
の
対
比
か
ら
、
経
済
効
率
か
ら
い
っ
て
、
お
の
ず
と
②
と
③
の
基
準
緩
和
に
ベ
ク
ト
ル
は

向
か
う
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
④
と
⑤
は
、
も
っ
ぱ
ら
人
道
上
の
理
由
か
ら
在
留
特
別
許
可
を
認
め
る
場
合
で
あ
る
。
①
②
③
④
⑤
の
バ
ラ

ン
ス
の
と
れ
た
在
留
特
別
許
可
の
運
用
か
、
そ
れ
ら
の
総
合
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
の
】
般
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
が
、
欧
米
諸
国
と
同
様
に
日
本
の

人
権
保
障
の
一
つ
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
今
後
担
う
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
「
態
様
」
を
有
す
る
社
会
の
構
成
員

が
、
社
会
的
、
経
済
的
、
文
化
的
、
政
治
的
に
「
共
生
」
し
て
い
く
た
め
の
法
的
仕
組
み
を
整
備
す
る
こ
と
は
、
二
一
世
紀
の
国
家
の
最
重

要
課
題
で
あ
る
。
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五
　
外
国
人
の
態
様
と
人
権
保
障
の
多
様
性

　
こ
れ
ま
で
日
本
の
憲
法
学
者
を
は
じ
め
多
く
の
法
律
家
は
、
「
人
権
」
と
は
「
人
間
が
た
だ
詰
問
で
あ
る
こ
と
に
の
み
も
と
づ
い
て
当
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
も
つ
て
い
る
権
利
」
で
あ
る
と
理
解
し
な
が
ら
、
「
非
正
規
滞
在
者
の
権
利
」
が
、
当
該
国
家
が
憲
法
に
お
い
て
保
障
す
る
「
人
権
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
身
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
論
点
に
無
自
覚
で
あ
っ
た
。
実
は
、
そ
れ
以
外
の
「
人
権
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
あ
る
場
合
に

は
「
国
民
の
権
利
」
で
あ
っ
た
り
、
「
定
住
外
国
人
の
権
利
」
で
あ
っ
た
り
、
「
正
規
滞
在
者
の
権
利
し
で
あ
っ
た
り
す
る
。
マ
ク
リ
ー
ン
事

件
に
つ
い
て
、
外
国
人
に
対
す
る
憲
法
の
基
本
的
人
権
の
保
障
は
、
「
在
留
制
度
の
枠
内
で
保
障
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
か
、
「
適
法
な
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

留
資
格
と
い
う
基
盤
の
上
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
論
法
に
よ
り
、
非
正
規

滞
在
者
の
多
く
の
「
人
権
」
保
障
を
ゼ
ロ
に
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
立
憲
主
義
に
基
づ
く
人
権
保
障
の
意
義
を
無
に
帰
せ
し
め
る
こ
と

に
な
る
。

　
外
国
人
の
権
利
の
保
障
は
、
オ
ー
ル
・
オ
ア
・
ナ
ッ
シ
ン
グ
の
二
分
法
に
は
な
じ
ま
な
い
。
「
何
人
も
」
と
い
う
条
項
の
権
利
に
お
い
て
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図1　三つの承認ルール

非正規滞在者の権利く居住市民の権利く永住市民の権利く国民の権利

　　　　　　　　正規化　　　　永住権取得　　　　　帰化

も
、
合
理
的
な
理
由
が
あ
れ
ば
、
外
国
人
の
「
態
様
」
に
応
じ
て
、
異
な
っ
た
取
扱
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
「
定
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

外
国
人
」
ま
た
は
「
永
住
者
等
」
の
人
権
を
特
別
に
保
障
す
る
こ
と
は
、
学
説
・
判
例
上
と
り
い
れ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
も
そ
も
、
定
住
外
国
人
の
人
権
保
障
の
程
度
が
高
く
、
非
正
規
滞
在
者
の
保
障
の
程
度
が
低
い
の
か
は
、
入
管
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

に
規
定
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
憲
法
上
の
根
拠
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
呈
示
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
た
し
か
に
、

人
の
国
際
移
動
の
盛
ん
な
現
代
国
家
に
お
い
て
、
図
1
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
帰
化
・
永
住
許
可
・
正
規
化
と
い
う
社
会
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

成
員
性
に
お
け
る
三
つ
の
承
認
ル
ー
ル
に
応
じ
て
、
国
民
、
永
住
市
民
（
定
住
外
国
人
）
、
居
住
市
民
（
非
永
住
型
の
正
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

滞
在
者
）
、
非
正
規
滞
在
者
と
い
う
具
合
に
、
権
利
保
障
の
程
度
が
異
な
る
こ
と
は
経
験
的
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
の
点
、
日
本
国
憲
法
＝
条
お
よ
び
九
七
条
が
「
現
在
及
び
将
来
の
国
民
」
に
基
本
的
人
権
を
保
障
し
て
い
る
こ
と
は
、

将
来
の
国
民
と
な
る
可
能
性
の
度
合
い
に
応
じ
て
、
そ
の
可
能
性
の
少
な
い
、
非
正
規
滞
在
者
や
短
期
滞
在
外
国
人
に
は
、

そ
の
権
利
の
制
約
が
多
く
認
め
ら
れ
、
長
期
滞
在
を
予
定
す
る
正
規
滞
在
者
、
と
り
わ
け
永
住
者
の
場
合
は
国
民
と
な
る
高

い
可
能
性
、
い
わ
ば
蓋
然
性
ゆ
え
に
そ
の
制
約
の
範
囲
は
小
さ
く
な
り
、
現
在
の
国
民
に
近
い
形
で
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
に
約
束
し
て
い
る
。
し
か
し
、
制
約
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
と
、
は
じ
め
か
ら
人
権
保
障
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
は
、
大

き
な
違
い
が
あ
る
。
非
正
規
滞
在
者
も
ま
た
、
正
規
化
さ
れ
れ
ば
、
将
来
の
国
民
と
な
る
可
能
性
が
高
ま
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
、
ま
た
、
何
よ
り
も
、
人
と
し
て
、
人
権
保
障
が
は
じ
め
か
ら
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

　
非
正
規
滞
在
者
も
、
表
現
の
自
由
な
ど
の
自
由
権
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
な
ど
の
受
益
権
、
公
教
育
や
最
低
限
の
医
療
な

ど
の
不
可
欠
の
社
会
権
を
含
む
一
連
の
権
利
を
保
障
さ
れ
て
い
る
。
．
多
く
の
西
欧
諸
国
の
憲
法
で
は
、
こ
う
し
た
権
利
は
、

「
国
民
」
で
は
な
く
、
「
人
」
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
非
正
規
滞
在
者
は
、
国
民
ど
こ
ろ
か
、
正
規
滞
在
の
外
国
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

に
比
べ
て
も
、
市
民
的
な
平
等
か
ら
、
除
外
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
ま
た
、
自
ら
に
加
え
ら
れ
た
不
正
に
対
す
る
救
済
を
警

察
に
訴
え
れ
ば
、
非
正
規
な
状
態
が
明
ら
か
に
な
り
、
退
去
強
制
さ
れ
う
る
の
で
、
雇
用
者
や
家
主
に
搾
取
さ
れ
や
す
い
弱
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論説

　
　
　
　
　
　
れ
　

い
立
場
に
あ
る
。
非
正
規
滞
在
者
に
合
法
的
な
ス
テ
イ
タ
ス
を
与
え
、
市
民
権
を
認
め
る
の
は
、
入
国
を
待
っ
て
い
る
他
の
外
国
人
に
対
し

て
不
公
平
で
あ
る
と
い
う
議
論
が
あ
る
。
し
か
し
、
長
期
の
非
正
規
滞
在
者
が
正
規
化
さ
れ
る
の
は
、
彼
・
彼
女
ら
が
社
会
の
メ
ン
バ
ー
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
社
会
構
成
員
性
は
、
政
治
機
関
の
判
断
で
決
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
非
正
規
滞
在
者
は
、
普
遍
的
な
人
権
の
ほ

か
に
、
受
け
入
れ
社
会
の
事
実
上
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
か
ら
導
か
れ
う
る
若
干
の
権
利
が
保
障
さ
れ
る
。
最
も
重
要
な
こ
れ
ら
の
権
利
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

滞
在
の
長
さ
や
家
族
状
況
に
か
か
わ
ら
ず
、
恣
意
的
に
退
去
強
制
さ
れ
な
い
権
利
で
あ
り
、
出
身
国
に
安
全
に
帰
る
権
利
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
、
難
民
性
を
も
た
ず
、
入
国
後
あ
ま
り
期
間
を
経
過
し
て
い
な
い
非
正
規
滞
在
者
を
退
去
強
制
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
国
際
情

勢
や
社
会
通
念
か
ら
は
合
理
的
で
あ
る
。
非
正
規
滞
在
者
を
生
み
出
さ
な
い
よ
う
に
、
各
国
は
い
っ
そ
う
の
協
力
体
制
を
つ
く
る
必
要
も
あ

る
。
し
か
し
、
同
時
に
ま
た
、
長
く
こ
の
国
に
住
ん
で
お
り
人
間
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
る
人
を
退
去
強
制
す
る
こ
と
は
不

合
理
で
あ
る
。
こ
う
し
た
政
策
的
制
約
の
根
拠
を
憲
法
二
二
条
一
項
は
「
公
共
の
福
祉
」
に
置
く
一
方
で
、
恣
意
的
に
退
去
強
制
さ
れ
ず
、

そ
の
合
理
性
を
裁
判
所
が
審
査
す
べ
き
根
拠
を
「
何
人
も
」
有
す
る
「
居
住
」
の
「
自
由
」
と
い
う
規
定
に
お
い
て
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
憲
法
自
体
は
、
ま
す
ま
す
人
の
国
際
移
動
が
盛
ん
に
な
る
で
あ
ろ
う
二
一
世
紀
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
通
用
す
る
規
定
と
な
っ
て
い
る
。

問
題
は
、
司
法
、
行
政
、
立
法
を
通
じ
て
、
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
基
準
を
今
後
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い

　
　
（
7
7
）

え
よ
う
。
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滑
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①
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ク
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労
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い
て
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辞
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①
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9
ζ
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ミ
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§
ミ
寒
§
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（
し
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巴
①
亭
じ
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巴
Φ
P

　
Z
o
ヨ
。
ω
し
㊤
8
）
一
b
μ
O
伊

（
1
3
）
　
参
照
、
近
藤
敦
「
居
住
権
と
正
規
化
一
立
憲
性
質
説
の
概
要
と
在
留
特
別
許
可
の
比
較
研
究
1
」
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
四
巻
三
・
四
号
（
二
〇
〇
〇
）
二

　
三
五
頁
以
下
。

（
1
4
）
　
法
務
省
『
第
二
次
　
出
入
国
管
理
基
本
計
画
』
（
法
務
省
、
二
〇
〇
〇
）
二
六
頁
。
以
下
、
法
務
省
、
第
二
次
基
本
計
画
と
省
略
す
る
。

（
1
5
）
　
坂
中
英
徳
・
斉
藤
利
男
『
全
訂
　
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
　
逐
条
解
説
』
（
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
〇
〇
）
一
九
頁
。

（
1
6
）
　
照
屋
参
議
院
議
員
に
対
す
る
内
閣
の
答
弁
書
（
内
閣
参
質
一
四
五
第
一
七
号
、
平
成
二
年
五
月
二
一
日
）
に
よ
れ
ば
、
「
在
留
特
別
許
可
に
関
す

　
る
通
達
と
し
て
は
、
平
成
＝
年
四
月
一
六
日
付
け
法
務
省
入
管
管
理
局
長
通
達
『
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
に
基
づ
く
上
陸
又
は
在
留
に
関
す
る

　
異
議
の
申
出
に
対
す
る
法
務
大
臣
の
裁
決
の
特
例
に
よ
る
許
可
の
一
部
を
地
方
入
国
管
理
官
署
の
長
に
専
決
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
』
が
存
在
す
る
と
こ

　
ろ
、
当
番
通
達
は
、
在
留
特
別
許
可
を
希
望
し
て
法
務
大
臣
に
対
し
異
議
の
申
出
が
な
さ
れ
る
案
件
の
取
扱
い
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、
政
治
、
外
交
、

　
治
安
等
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
な
ど
重
要
な
案
件
以
外
の
も
の
で
、
日
本
人
等
と
婚
姻
し
て
お
り
、
そ
の
婚
姻
の
信
び
ょ
う
性
及
び
安
定
性
が

　
認
め
ら
れ
る
も
の
な
ど
に
つ
い
て
、
行
政
の
簡
素
化
を
図
る
た
め
地
方
入
国
管
理
官
署
の
長
が
在
留
特
別
許
可
に
つ
い
て
専
決
で
き
る
こ
と
と
し
た
も
の

　
で
あ
る
。
な
お
、
在
留
特
別
許
可
の
許
否
は
、
在
留
を
希
望
す
る
理
由
、
経
歴
、
家
族
関
係
、
生
活
状
況
、
素
行
そ
の
他
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
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説論

　
し
た
上
で
個
別
的
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
情
は
個
々
の
案
件
ご
と
に
異
な
る
た
め
、
在
留
特
別
許
可
に
関
す
る
一
般
的
基
準
と
い
う

　
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
が
、
右
通
達
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
日
本
人
等
と
の
婚
姻
、
家
族
関
係
に
あ
る
者
な
ど
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
情
を
十

　
分
考
慮
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
。

（
1
7
）
在
特
不
許
可
処
分
取
消
訴
訟
東
京
地
裁
判
決
（
一
九
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一
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＼
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一
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耳
邑
・
た
だ
し
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こ
の
高
裁
判
決
が
法
務
大
臣
の
裁
量
を
合
法
と
し
て
い
る
の
で
、
最
高
裁
の
判
断
が
今
後
注
目
さ
れ
る
。
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会
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八
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岐
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本
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入
国
管
理
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1
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石
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二
〇
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〇
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八
頁
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入
管
実
務
研
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実
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＼
＼
≦
を
≦
・
日
。
』
・
α
q
o
な
・

一
九
九
七
年
改
正
以
前
の
外
国
人
法
（
一
㊤
Q
Q
㊤
”
㎝
N
り
）
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
O
Φ
全
然
α
署
畔
お
昌
鋤
玉
出
穿
鋤
富
ω
鋤
コ
島
①
包
ρ
（
お
霧
）
ミ
ミ
§
凡
毒
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
璽
ぴ
Φ
α
・
（
ω
8
0
欝
。
一
翼
閃
葺
N
Φ
ω
し
㊤
霧
）
も
．
一
ω
H
　
難
民
の
定
義
は
一
九
八
ケ
年
の
外
国
人
法
で
導
入
さ
れ
、
「
条
約
難
民
」

　
　
　
　
　
　
　
以
前
は
一
九
三
七
年
の
外
国
人
法
が
用
い
る
「
政
治
難
民
」
の
用
語
で
あ
っ
た
。

き
ミ
・
も
．
嵐
①
．
良
心
的
兵
役
拒
否
の
概
念
は
、
一
九
七
六
年
の
外
国
人
法
改
正
三
章
三
条
で
導
入
さ
れ
、
一
九
九
七
年
改
正
で
廃
止
さ
れ
た
。

き
ミ
・
も
．
旨
①
。
事
実
上
の
難
民
の
概
念
も
、
一
九
七
六
年
の
外
国
人
法
改
正
三
章
一
条
三
項
で
導
入
さ
れ
、
一
九
九
七
年
改
正
で
廃
止
さ
れ
た
。

一
九
九
七
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
外
国
人
法
（
H
り
㊤
Φ
　
臼
　
］
「
ω
刈
⑩
）
三
章
三
条
。
O
Φ
誉
鴛
島
を
涛
冨
昌
。
。
＆
＝
節
冨
5
ω
鋤
巳
Φ
色
ρ
（
一
〇
霧
）
零
ミ
羊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
（
○
っ
8
0
喜
。
巨
　
閃
葺
N
Φ
ω
藁
㊤
ゆ
㊤
）
》
O
O
・
口
宣
－
H
ホ
．

外
国
人
法
二
章
四
条
五
項
。
き
ミ
↓
℃
・
Φ
ド

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
難
民
類
似
の
概
念
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
宣
⇒
3
鋤
乏
．
U
碧
二
、
セ
ミ
焼
ミ
誘
ミ
駐
の
§
N
ミ
鑓
軌
⑦
器
鳶
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　34

）

　　　　　　　　　　
33　32　31　30
）　　）　　）　　）

　
O
Φ
融
a
二
口
ひ
q
、

　
】
≦
巳
一
①
き
一
㊤
㊤
㊤
）
”
O
℃
●
弩
－
切
N
①
O
よ
N

（
3
5
）
　
9
犀
ぎ
p
。
一
．
O
o
『
鼠
N
碧
㌦
日
9
コ
口
ゆ
q
巳
費
目
ω
二
一
8
0
h
Ω
き
α
Φ
ω
二
器
一
∋
ヨ
凶
ひ
q
鑓
鼠
ω
ぎ
Q
D
冨
一
つ
、
ぎ
勺
三
一
＝
℃
①
b
d
噌
ξ
畠
Φ
二
①
α
．
）
”
卜
塁
譜
ミ
ミ
蓼
辱

　
§
蕊
魯
物
ミ
ミ
鑓
Q
誘
ミ
書
§
§
ミ
的
N
、
§
凡
§
§
喜
“
§
ミ
（
じ
u
毎
×
巴
Φ
ω
”
b
d
q
⊆
評
鋤
三
b
8
0
）
鴇
O
．
ω
一
P

（
3
6
）
　
↓
ぎ
ヨ
⇔
ω
ω
嘗
旨
①
「
げ
8
お
、
日
冨
お
ひ
q
三
日
ユ
ω
讐
圃
8
0
＝
一
一
Φ
ひ
q
巴
一
霞
目
貫
鑓
導
ω
ぎ
匪
①
Z
Φ
窪
Φ
ユ
鋤
コ
α
ω
．
ぎ
じ
U
≡
鴇
冨
「
（
Φ
e
堕
愚
．
織
、
・
も
℃
』
ω
甲
漣
蔭
●

（
3
7
）
　
閑
忌
日
巴
ぎ
吋
8
口
⑦
碁
．
日
冨
お
ひ
q
巳
鋤
ユ
ω
讐
一
コ
口
。
コ
一
一
Φ
ひ
q
鋤
＝
ヨ
ヨ
粛
旨
旨
ω
ぎ
O
臼
ヨ
鋤
昌
．
ぎ
じ
U
毎
《
器
質
（
⑦
e
”
8
．
鳥
、
も
b
b
①
一
幽
①
も
。
・

（
3
8
）
　
「
『
巴
曾
凶
o
b
d
①
簑
p
。
a
博
ド
鋤
噌
σ
ひ
q
二
一
①
ユ
ω
①
二
8
α
①
ω
偉
錘
コ
ひ
q
①
「
ω
≡
①
ひ
q
き
×
2
じ
d
①
一
σ
q
δ
二
①
』
ロ
じ
d
毎
饗
冨
二
①
e
”
§
・
ら
賊
、
も
P
＝
O
山
一
9
一
b
。
餅
旨
り
弓

（
3
9
）
　
芦
部
信
喜
『
憲
法
学
H
人
権
総
論
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
）
一
四
五
、
一
四
九
、
一
五
七
頁
（
以
下
、
芦
部
、
『
憲
法
学
1
1
』
と
省
略
す
る
）
、
畑

　
野
勇
ほ
か
『
外
国
人
の
法
的
地
位
』
（
信
山
社
、
二
〇
〇
〇
）
三
二
五
頁
。

（
4
0
）
　
た
と
え
ば
、
岩
沢
雄
司
「
外
国
人
の
人
権
を
め
ぐ
る
新
た
な
展
開
」
法
学
教
室
二
三
八
号
（
二
〇
〇
〇
）
一
四
頁
。

（
4
1
）
　
奥
平
康
弘
『
憲
法
m
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
）
三
九
ニ
ー
三
九
三
頁
。

（
4
2
）
　
入
管
問
題
調
査
会
編
『
密
室
の
人
権
侵
害
』
（
現
代
人
文
社
、
一
九
九
六
）
一
五
頁
。
も
ち
ろ
ん
、
一
九
九
九
年
に
日
本
が
拷
問
等
禁
止
条
約
に
加

　
歯
し
た
以
上
、
公
務
員
の
拷
問
に
よ
る
損
害
賠
償
は
、
被
害
者
の
国
籍
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
、
同
条
約
一
四
条
な
ど
の
賠
償
請
求
権
の
対
象
と
な
る
。

（
4
3
）
　
近
藤
敦
「
外
国
人
の
公
務
就
任
権
」
芦
部
信
喜
ほ
か
編
『
憲
法
判
例
百
選
〔
第
四
版
〕
』
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
）
一
五
頁
、
参
照
、
樋
口
陽
一
「
日

　
本
の
人
権
保
障
の
到
達
点
と
今
後
の
課
題
」
田
村
武
夫
ほ
か
編
『
憲
法
の
二
一
世
紀
的
展
開
』
明
石
書
店
、
二
八
頁
。

（
4
4
）
　
法
学
協
会
編
『
注
解
日
本
国
憲
法
　
上
巻
』
（
有
斐
閣
、
一
九
五
三
）
四
四
七
頁
。

（
4
5
）
　
参
照
、
近
藤
敦
『
新
版
　
外
国
人
参
政
権
と
国
籍
』
（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
一
）
一
〇
二
、
一
七
七
頁
。

（
4
6
）
　
最
高
裁
に
よ
れ
ば
「
憲
法
二
二
条
は
外
国
人
の
日
本
国
に
入
国
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
規
定
し
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ

　
と
は
国
際
慣
習
法
上
、
外
国
人
の
入
国
の
許
否
は
当
該
国
家
の
自
由
裁
量
に
よ
り
決
定
し
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、
特
別
の
条
約
が
存
し
な
い
限
り
、
国
家

　
は
外
国
人
の
入
国
を
許
可
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
」
と
あ
る
。
た
だ
し
、
「
居
住
・
移
転
及
び
外
国
移
住
の
自
由
」
と
い
う
「
こ
れ
ら
の
憲
法
上
の
自
由
を

法
務
省
、
第
二
次
基
本
計
画
、
二
八
頁
。

法
務
省
H
P
、
前
掲
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
外
国
人
法
八
章
一
な
い
し
四
条
。

ド
イ
ツ
外
国
人
法
五
三
条
四
項
。

芝
巴
8
「
三
巴
o
P
．
弓
轟
α
q
毛
Φ
謬
①
二
づ
α
u
σ
①
ひ
q
昌
づ
山
⊆
昌
伽
q
匹
Φ
ω
》
げ
ω
〇
三
9
⊆
口
伽
q
ω
三
口
α
①
病
冠
ω
ω
①
ω
＜
o
旨
》
辱
。
。
国
Z
力
閑
げ
①
凶
三
〇
三
房
二
輪
一
随
9
臼

　
　
　
ヨ
閑
錯
＝
曽
＝
訂
。
旨
冨
「
降
。
昌
鳥
脅
。
評
鋤
二
δ
①
ぎ
（
巴
ω
．
ン
肉
§
ミ
魯
ミ
譜
ミ
毒
ぎ
ミ
こ
ミ
ミ
ミ
駄
ミ
§
。
・
さ
§
ミ
ミ
尉
（
出
①
置
巴
び
臼
ひ
q
”
○
閃
亀

68　（1　・293）　293



下弓西冊

　
享
け
る
者
は
法
文
質
日
本
国
民
に
局
限
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
外
国
人
で
あ
っ
て
も
日
本
国
に
在
っ
て
そ
の
主
権
に
服
し
て
い
る
者
に
限
り
及

　
ぶ
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
ま
た
論
を
ま
た
な
い
」
と
い
う
。
最
大
判
一
九
五
七
年
六
月
一
九
日
刑
集
一
一
巻
六
号
一
六
六
三
頁
。

（
4
7
）
　
芦
部
、
『
憲
法
学
H
』
、
一
四
三
頁
。

（
4
8
）
参
照
、
近
藤
敦
「
外
国
人
と
人
権
①
［
弄
秀
吉
事
件
］
」
杉
原
泰
雄
・
野
中
俊
彦
編
『
新
　
判
例
マ
ニ
ュ
ア
ル
　
憲
法
1
』
（
三
省
堂
、
二
〇
〇
〇
）

　
一
四
九
頁
。

（
4
9
）
　
最
大
判
一
九
七
八
年
一
〇
月
四
日
民
集
三
二
巻
七
号
一
二
二
一
二
頁
。

（
5
0
）
　
芦
部
、
『
憲
法
学
1
1
』
、
一
三
九
頁
。

（
5
1
）
　
佐
藤
幸
治
「
人
権
の
観
念
と
主
体
」
公
法
研
究
六
一
号
（
一
九
九
九
）
三
五
頁
、
安
念
潤
司
「
『
外
国
人
の
人
権
』
再
考
」
芦
部
信
喜
古
稀
記
念

　
『
現
代
立
憲
主
義
の
展
開
（
上
）
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
）
一
八
○
頁
。

（
5
2
）
　
日
比
野
勤
「
外
国
人
の
人
権
②
」
法
学
教
室
一
＝
七
号
（
一
九
九
八
）
四
四
頁
。

（
5
3
）
　
芦
部
信
喜
『
憲
法
〔
新
版
・
補
訂
版
〕
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
）
二
〇
七
頁
、
野
中
俊
彦
ほ
か
『
憲
法
1
〔
新
版
〕
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
）
四

　
一
〇
頁
。

（
5
4
）
日
。
§
鋤
ω
＝
鋤
ヨ
筥
鐸
、
ド
目
貫
↓
ぎ
①
o
｛
寄
ω
乙
①
9
①
①
虚
夢
Φ
ω
釘
ε
ω
。
＝
B
自
ひ
Q
「
餌
巨
9
三
寄
凶
器
「
じ
。
翌
9
葵
（
①
e
間
き
6
§
乏
執
§
G
・
ミ

　
O
ミ
N
§
G
・
（
〉
α
巴
ω
ぎ
嘗
〉
＜
Φ
σ
霞
ざ
一
り
逡
）
”
℃
P
一
Φ
b
。
山
㊤
G
。
．

（
5
5
）
　
退
去
強
制
令
書
発
布
処
分
等
取
消
請
求
事
件
（
平
成
一
二
年
（
行
ウ
）
第
三
八
号
）
被
告
側
答
弁
書
五
〇
1
五
一
頁
。

（
5
6
）
　
法
務
省
、
前
掲
、
二
六
頁
。

（
5
7
）
　
ヵ
葺
ゲ
菊
筈
一
〇
－
竃
霞
圃
P
ぎ
§
蒔
ミ
、
凡
§
暴
篇
b
鴨
ミ
8
ミ
ミ
6
ぎ
ミ
鴨
薦
鴨
－
O
ミ
N
§
怨
膏
§
職
ミ
ら
ミ
亀
§
§
O
ミ
§
縞
塁
§
織
ミ
鳴
9
ミ
ミ
的
ミ
携

　
（
9
ヨ
訂
こ
α
q
Ω
9
ヨ
鐸
置
ひ
q
①
¢
＝
ぞ
①
邑
蔓
零
Φ
ω
ω
る
O
O
O
）
》
P
り
9

（
5
8
）
　
C
三
8
α
Z
鋤
賦
8
ω
u
O
Φ
冨
誹
∋
①
暑
。
眺
国
8
8
邑
。
銭
亀
ω
o
o
一
二
一
〉
ゑ
巴
笏
も
8
巳
①
甑
8
U
幽
く
邑
o
P
勇
8
一
①
8
ヨ
Φ
三
ζ
凶
σ
q
轟
鉱
○
旨
圃
ω
一
酢
自
。

　
ω
〇
三
二
〇
＝
8
】
）
①
o
一
一
三
轟
鋤
a
＞
ひ
q
Φ
ぎ
ひ
q
℃
8
巳
讐
圃
8
ω
～
”
、
馨
8
”
＼
＼
≦
≦
≦
．
§
b
蹟
＼
①
ω
鋤
＼
℃
○
薯
一
象
一
〇
ミ
含
ひ
q
轟
鉱
。
づ
．
三
ヨ
。

（
5
9
）
　
た
だ
し
、
基
準
が
ま
だ
不
明
確
で
あ
る
現
在
、
自
分
で
は
基
準
に
達
し
て
い
る
と
判
断
し
た
申
請
者
が
、
不
許
可
と
な
っ
た
場
合
、
そ
の
精
神
的

　
シ
ョ
ッ
ク
と
抵
抗
の
強
さ
は
経
験
的
に
予
想
可
能
で
あ
り
、
今
後
、
基
準
を
明
確
に
す
る
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
政
策
的
配
慮
が
望
ま
れ
る
。

（
6
0
）
　
宮
沢
俊
義
『
憲
法
H
〔
新
版
〕
』
（
有
斐
閣
、
一
九
七
四
）
七
七
頁
。

（
6
1
）
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
「
人
権
」
で
あ
れ
ば
、
「
非
正
規
滞
在
者
」
も
享
受
す
る
権
利
で
あ
り
、
む
し
ろ
国
民
の
み
が
有
す
る
「
市
民
権
」
が
部
分
的
に

多
様
な
外
国
人
の
態
様
に
応
じ
て
拡
充
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
議
論
と
な
っ
て
い
る
。
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（
6
2
）
　
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
五
三
年
度
版
四
五
〇
頁
。

（
6
3
）
　
た
と
え
ば
、
芦
部
、
『
憲
法
学
H
』
、
＝
二
〇
頁
、
最
三
小
判
平
七
・
二
・
二
八
三
曹
四
九
巻
二
号
六
三
九
頁
。

（
6
4
）
　
安
念
、
前
掲
、
一
八
○
頁
。

（
6
5
）
　
永
住
市
民
と
は
、
現
行
の
特
別
永
住
者
お
よ
び
永
住
者
に
か
ぎ
ら
な
い
。
ま
た
、
本
来
、
帰
化
に
必
要
な
原
則
五
年
の
居
住
要
件
よ
り
も
長
い
原
則

　
一
〇
年
の
居
住
要
件
を
永
住
資
格
の
取
得
要
件
と
し
て
い
る
こ
と
は
比
較
法
的
に
も
異
常
で
あ
り
、
三
年
な
い
し
五
年
の
居
住
に
よ
る
帰
化
の
有
資
格
者

　
は
国
民
に
近
い
市
民
権
を
享
受
す
る
永
住
市
民
に
含
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
、
論
者
に
よ
り
様
々
に
用
い
ら
れ
て
い
る
定
住
外
国
人
と
い
う
用
語

　
の
定
義
に
よ
っ
て
は
、
永
住
市
民
と
重
な
り
う
る
。
参
照
、
近
藤
敦
『
「
外
国
人
」
の
参
政
権
ー
デ
ニ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
比
較
研
究
』
（
明
石
書
店
、
一
九

　
九
六
）
、
同
『
新
版
　
外
国
人
参
政
権
と
国
籍
』
（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
一
）
、
ト
ー
マ
ス
・
ハ
ン
マ
ー
著
、
近
藤
敦
ほ
か
訳
『
永
住
市
民
と
国
民
国
家
』

　
（
明
石
書
店
、
一
九
九
九
）
。
「
特
別
永
住
者
」
は
、
他
の
一
般
の
永
住
者
に
く
ら
べ
、
退
去
強
制
さ
れ
な
い
権
利
お
よ
び
最
長
五
年
の
再
入
国
許
可
（
他

　
は
二
年
）
に
お
い
て
、
居
住
権
の
保
障
が
強
い
。

（
6
6
）
　
正
規
滞
在
者
の
う
ち
、
永
住
市
民
を
除
い
た
者
を
居
住
市
民
と
呼
ぶ
。
そ
の
う
ち
、
国
内
に
「
住
所
」
を
有
す
る
者
で
あ
り
、
一
年
以
上
の
居
住
が

　
目
安
と
な
る
「
居
住
者
」
は
、
一
年
未
満
の
短
期
滞
在
者
に
く
ら
べ
、
国
民
年
金
・
国
民
健
康
保
険
の
受
給
資
格
な
ど
を
有
す
る
。

（
6
7
）
　
定
住
外
国
人
、
広
義
の
難
民
、
一
般
外
国
人
と
い
う
従
来
の
区
分
も
依
然
と
し
て
有
用
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
広
義
の
難
民
や
一
般
外
国
人

　
の
多
く
が
非
正
規
滞
在
者
の
状
態
に
あ
る
論
点
が
み
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
今
日
、
政
治
難
民
以
外
の
経
済
難
民
は
、
非
正
規
滞
在
者
と
な
っ
て
お
り
、

　
難
民
と
し
て
認
定
さ
れ
た
定
住
者
の
資
格
も
、
五
年
の
居
住
要
件
で
永
住
者
の
資
格
に
変
更
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
日
系
二
世
・
三
世
も
、
定
住
者
の
資

　
格
が
入
国
時
に
付
与
さ
れ
、
そ
の
更
新
も
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
、
同
様
に
五
年
の
居
住
が
永
住
資
格
の
要
件
と
な
る
。
日
本
人
・
永
住
者
の
配
偶
者
は

　
三
年
、
日
本
人
の
実
子
（
日
系
二
世
な
ど
）
の
場
合
、
一
年
の
居
住
が
永
住
資
格
の
要
件
で
あ
り
、
三
年
の
居
住
が
帰
化
の
要
件
で
あ
る
。
「
定
住
者
、

　
日
本
人
・
永
住
者
の
配
偶
者
等
」
は
、
他
の
在
留
活
動
に
制
限
の
あ
る
在
留
資
格
者
に
く
ら
べ
、
職
業
選
択
の
自
由
お
よ
び
生
活
保
護
受
給
権
に
お
い
て
、

　
永
住
市
民
に
準
じ
た
権
利
を
有
し
て
い
る
。

（
6
8
）
　
な
お
、
「
過
去
の
国
民
」
と
の
関
係
に
お
い
て
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
・
台
湾
人
、
日
系
二
世
・
三
世
の
特
権
的
地
位
が
導
か
れ
る
と
し
て
も
、
日
本
国

　
憲
法
上
そ
れ
を
正
当
化
す
る
根
拠
規
定
は
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
人
々
も
、
「
将
来
の
国
民
」
と
な
り
う
る
可
能
性
か
ら
、
権
利
保
障
が
強
化

　
さ
れ
る
こ
と
を
憲
法
が
約
束
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
6
9
）
　
イ
タ
リ
ア
憲
法
二
一
条
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
憲
法
二
二
条
二
項
一
号
、
デ
ン
マ
ー
ク
憲
法
七
七
条
、
ド
イ
ツ
基
本
法
五
条
、
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
一
九
条
。

（
7
0
）
　
イ
タ
リ
ア
憲
法
二
四
条
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
憲
法
二
二
条
一
項
四
号
。
同
条
二
項
五
号
、
ス
ペ
イ
ン
憲
法
二
四
条
。

（
7
1
）
　
イ
タ
リ
ア
憲
法
三
〇
条
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
憲
法
二
二
条
一
項
一
〇
号
、
ス
ペ
イ
ン
憲
法
二
七
条
、
ド
イ
ツ
基
本
法
七
条
、
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
二
四
条
。
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説論

（
7
2
）
　
イ
タ
リ
ア
憲
法
三
二
条
、
ベ
ル
ギ
ー
憲
法
二
三
条
。

（
7
3
）
　
菊
¢
び
凶
。
－
｝
≦
鋤
臨
P
愚
．
9
、
二
℃
”
○
○
一
．

（
7
4
）
　
N
一
σ
q
い
鋤
《
什
。
づ
国
①
昌
「
ざ
．
↓
プ
①
O
ゴ
画
一
①
づ
ひ
q
①
o
粘
℃
o
ぱ
口
。
巴
閑
碍
ゴ
房
、
”
ぎ
N
凶
σ
q
い
曽
《
け
。
づ
国
Φ
コ
「
《
（
⑦
α
●
）
堕
愚
●
ら
蹄
↓
℃
．
一
心
・

（
7
5
）
　
一
〇
ω
①
℃
び
国
．
○
鋤
「
①
昌
ρ
、
］
≦
Φ
ヨ
σ
o
「
ω
三
〇
鋤
昌
α
　
≦
o
『
巴
凶
叶
累
〉
α
b
試
ω
ω
坤
。
＝
叶
o
O
一
賦
N
①
口
ω
三
℃
ぎ
い
窃
①
門
巴
U
①
ヨ
O
o
「
鋤
鉱
。
ω
け
鋤
8
ω
．
ぎ
署
一
＝
凶
鋤
∋
勾
o
o
q
①
噌
ω

　
b
σ
「
⊆
び
餌
ド
Φ
円
（
Φ
α
．
）
脚
§
ミ
耐
ミ
職
。
§
犠
ミ
職
ミ
Q
ぎ
勘
職
8
◎
＼
O
讐
沁
驚
ミ
的
隷
曹
帖
謡
寒
忌
Q
亀
一
当
〉
⑤
こ
勘
匹
ミ
鳴
§
鍔
匙
（
ピ
鋤
＝
げ
p
ヨ
“
O
Φ
鴨
§
①
嵩
］
≦
餌
「
ω
げ
9
ρ
一
一
閏
¢
づ
負

　
一
り
O
Q
㊤
）
噂
℃
眞
心
・

（
7
6
）
　
菊
見
口
①
噌
じ
u
鋤
⊆
げ
α
6
貫
ミ
ミ
蒔
ミ
職
。
謡
黛
ミ
織
ミ
鴨
切
◎
ミ
§
§
ミ
，
携
9
G
解
官
Q
ミ
砺
身
骨
（
芝
p
o
『
≦
一
〇
評
一
〇
①
謬
q
①
｛
o
『
菊
Φ
ω
Φ
鋤
「
o
ゴ
ぎ
岩
団
げ
三
〇
菊
Φ
一
①
甑
。
コ
ω

　
d
ゴ
間
く
①
噌
ω
騨
蜜
O
｛
～
＜
鋤
冠
を
一
〇
ぎ
一
り
㊤
卜
Q
）
”
P
㊤
心
・

（
7
7
）
　
本
稿
は
、
難
民
性
を
理
由
と
す
る
在
留
特
別
許
可
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
、
ビ
ル
マ
人
の
原
告
の
退
去
強
制
令
書
発
付
処
分
等
取
消
請
求
事
件
に
関

　
す
る
、
原
告
側
意
見
書
と
し
て
用
意
し
た
論
稿
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
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